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            午前１０時００分 開会 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は１８名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから令和３年第３回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、議員研修についてご報告申し上げます。 

 ８月５日に県内議会３団体連携事業として、徳島県町村議会議員研修会に正副議長が参

加し、その他の議員は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、災害対策本部室

において研修会のライブ配信を視聴しました。当日は、政治アナリストの伊藤惇夫氏より

「菅政権の課題と日本政治の行方」、またＡｒｉｔｈｍｅｒ株式会社代表取締役社長兼Ｃ

ＥＯの大田佳宏氏より「ＡＩ／ＤＸによる社会課題の解決事例」と題する講演をそれぞれ

拝聴しました。 

 次に、議長関係会議の報告を申し上げます。 

 ７月７日に東京都の全国都市会館において第１５５回全国市議会議長会地方財政委員会

が開催され、議長が出席いたしました。 

 次に、組合関係、その他についてご報告申し上げます。 

 組合関係といたしまして、７月１２日に徳島中央広域連合議会臨時会、その他といたし

まして、７月３０日に徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合議会臨時会、８月４日に

西条大橋沿線及び国道３１８号の改良促進期成会総会、まち・ひと・しごと創生本部有識

者会議、５日に第３６回戦争体験を語り継ぐ会、１３日に東京２０２０パラリンピック阿

波市採火式などに出席いたしました。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、四国土砂防災ネットワーク議

員連盟総会、四国横断線改良促進期成同盟会理事会等が書面での開催となっております。 

 次に、教育委員会から、令和２年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況についての点検及び評価に関する報告書の提出がありましたので、お手元に配付をし

ております。 

 次に、監査委員から、令和３年５月から７月分の例月現金出納検査及び監査結果報告書

が議長宛てに提出されています。 

 次に、阿波市政治倫理審査会から、審査結果報告書が議長宛てに提出されています。 
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 以上の件の詳細については、関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、受理いたしました陳情書については、既に配付のとおりでありますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり、議案等の提出通知がありましたのでご報告して

おきます。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（松村幸治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１０番川人敏男君、１１番樫原伸

君の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（松村幸治君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、８月２３日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 阿部議会運営委員長。 

○議会運営委員長（阿部雅志君） おはようございます。 

 議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上げます。 

 令和３年第３回阿波市議会定例会運営協議のため、８月２３日午前１０時から委員会室

において、正副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、企画総務部長ほか担当職

員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日８月３０日か

ら９月２４日までの２６日間と決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付してあります日割り表のとおり、本日は諸般の報告、行

政報告、提出議案の説明、決算審査特別委員会設置を予定しております。 

 ９月８日本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定してお
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り、９月９日午前１０時に開会し一般質問、９月１０日午前１０時に開会し一般質問、そ

の後、議案に対しての質疑、各委員会への付託を予定しております。 

 次に、９月１４日午前９時３０分から決算審査特別委員会、９月１５日午前１０時から

総務常任委員会、９月１６日午前１０時から文教厚生常任委員会、９月１７日午前１０時

から産業建設常任委員会を予定しております。 

 次に、９月２４日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定しております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締切りは、明日８月３１日の正午となってお

ります。円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をお願いをいたしま

して、報告といたします。 

○議長（松村幸治君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から９月２４日までの２６日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、会期を本日から９月２４日まで

の２６日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（松村幸治君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 改めまして、おはようございます。 

 本日は、令和３年第３回阿波市議会定例会を招集させていただきましたところ、松村議

長、笠井安之副議長をはじめ議員各位におかれましては、ご出席をいただきまして誠にあ

りがとうございます。また、日頃より市行政全般にわたりまして格別のご支援、ご協力を

いただいておりますことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 まず初めに、令和３年８月の大雨による災害についてでございます。 

 今月１１日から１週間以上、停滞した前線等の影響により記録的な大雨となり、西日本

を中心に全国各地で集中豪雨による土砂災害や河川の氾濫など甚大な被害が発生したとこ

ろでございます。この災害によりお亡くなりになられた皆様方のご冥福をお祈り申し上げ

ますとともに、被災された皆様方に対しまして心よりお見舞いを申し上げます。 
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 それでは、開会に当たり、市政の重要課題等についてご報告を申し上げます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、感染力が強いとされるデルタ株への置き換

わりが全国的に進んでおりまして、感染が急拡大している状況にございます。こうした

中、国は東京都など６都府県に発令しておりました緊急事態措置区域に、今月２０日に７

府県、さらに２７日には８道県を追加するとともに、緊急事態宣言の期間を来月１２日ま

でとすることが決定されております。 

 徳島県では、今月１９日からとくしまアラートを１段階引き上げまして、国の基準のス

テージⅣに相当する特定警戒が初めて発動され、また２６日には過去最多となる６４人の

感染者が確認されたところでございます。本市におきましても、累計で７３人の感染者が

確認されておりまして、今月２０日並びに２５日に新型コロナウイルス感染症対策本部を

開催し、来月１２日までの午後８時以降の公共施設の貸出しを原則休館とするなどの措置

を講じたところでございます。 

 市民の皆様におかれましては、３密の回避、マスクの着用や手洗いなどの基本的な感染

の予防対策をお願いいたしますとともに、県内外を問わず、感染が拡大している地域への

往来については、真に必要な場合を除き、積極的に自重していただきますよう重ねてお願

いを申し上げます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを減らし、感染拡大防止が期待される

ワクチンの接種につきましては、阿波市医師会のご協力の下、今月１７日からは１２歳以

上の市民の皆様の接種予約の受付と接種を開始したところでございます。このことによ

り、接種対象となる全ての市民の皆様の接種が可能となりました。 

 本市の２回目の接種は、６５歳以上の高齢者の皆様では約９０％が完了しておりまし

て、１２歳以上では約５５％の市民の皆様が接種を終えております。全国平均と比較いた

しましても、約６ポイント上回っている状況にございます。今後におきましても、市民生

活への影響を最小限に抑えるための対策を講じるとともに、円滑で安全・安心なワクチン

接種に全力で取り組んでまいります。 

 次に、本市と板野町、上板町の３市町で進めております中央広域環境施設組合新ごみ処

理施設についてでございます。 

 本市では、これまで新ごみ処理施設の建設候補地である東長峰地区を含む複数の周辺自

治会の皆様に対しまして、本年４月に新ごみ処理施設処理方式等説明会を複数回開催する
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とともに、５月にかけまして、周辺自治会の皆様ご参加のもと、ごみ燃料化方式の先進地

である香川県三豊市のバイオマス資源化センターみとよを複数回に分けて訪問し、施設見

学等を実施いたしました。また、７月には第２回新ごみ処理施設地元説明会を複数回開催

し、建設候補地の選定方法や評価結果等について詳しく説明をさせていただいたところで

ございます。また、今月５日には町田副市長同行のもと、周辺自治会の皆様と共に固形燃

料を製品化する施設の企業を訪問し、施設見学等を行ったところでございます。 

 こうした中、今月１３日付の地元新聞社の朝刊に掲載された記事の内容が中央広域環境

施設組合が進めている新ごみ処理施設に対する地元自治会への説明会についての内容にそ

ごが見られるため、掲載元の地元新聞社に対しまして、中央広域環境施設組合として正式

に文書にして申入れを行い、見解を求める旨の文書を求めたところでございます。 

 今後におきましても、新ごみ処理施設の建設についてできるだけ多くの説明会等の場を

設けさせていただきまして、これまでと同様、懇切丁寧にご説明申し上げ、周辺自治会の

皆様にご理解、ご協力をいただけるよう誠心誠意対応させていただきたいと存じます。 

 また、最大の課題である固形燃料の受入先につきましては、現在対象となる受入れ企業

に対しましてアンケート調査を実施しておりますとともに、複数の企業を訪問し、前向き

なお話をいただいたところでございます。これらの結果がまとまり次第、中央広域環境施

設組合を構成する１市２町の各議会並びに周辺自治会の皆様に対しましてご説明をさせて

いただきたいと考えております。 

 次に、今月１３日、アエルワ玄関前において東京２０２０パラリンピック採火式を執り

行いました。式典には、松村市議会議長、笠井安之副議長はじめ市議会議員各位や、阿波

市身体障害者会会長土江信昭様、阿波市手をつなぐ育成会会長福井公子様、阿波市社会福

祉協議会会長沖津正紀様、市内の障害者サービス提供事業所関係者の皆様をはじめ多くの

皆様にご出席をいただいたところでございます。この採火された炎は、阿波市の火とし

て、翌日に行われました徳島県集火式に送られ、さらに今月２０日に東京で開催されたパ

ラリンピック聖火フェスティバルに徳島県の聖火として送られたところでございます。 

 次に、毎年８月に開催しております自治会長会につきましては、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の観点から、昨年度に続きまして阿波市ケーブルネットワークによる

放送で実施をさせていただきました。この放送では、市政の報告や事前にいただきました

意見、提言に対する回答をさせていただき、そして阿波市のＰＲ動画や阿波市の魅力を届

けよう！フォトコンテストの入賞作品を紹介させていただきました。今回、自治会長の皆
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様からいただいた貴重なご意見、ご提言につきましては、今後の市政運営の参考とさせて

いただきます。 

 次に、今月２５日、市役所において阿波市市民表彰式を執り行いました。本市の発展、

振興に寄与し、ご功績のありました上原正一様、稲居彰様、河田啓子様、岩本雅之様の４

名の皆様に対し表彰状を授与し、敬意を表したところでございます。 

 表彰を受けられた皆様には、それぞれのお立場で、あらゆる活動を通じて多大なご貢献

を賜ったところでございますが、今後におきましても健康に留意され、なお一層市政発展

のため、お力添えとご指導をお願いしたところでございます。 

 以上、報告申し上げ、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第 ８９号 令和２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ５ 議案第 ９０号 令和２年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

                認定について 

  日程第 ６ 議案第 ９１号 令和２年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

                について 

  日程第 ７ 議案第 ９２号 令和２年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

                算認定について 

  日程第 ８ 議案第 ９３号 令和２年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

                入歳出決算認定について 

  日程第 ９ 議案第 ９４号 令和２年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

                決算認定について 

  日程第１０ 議案第 ９５号 令和２年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認 

                定について 

  日程第１１ 議案第 ９６号 令和２年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１２ 議案第 ９７号 令和３年度阿波市一般会計補正予算（第４号）につい 

                て 

  日程第１３ 議案第 ９８号 令和３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１ 

                号）について 

  日程第１４ 議案第 ９９号 令和３年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算 

                （第１号）について 
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  日程第１５ 議案第１００号 令和３年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）に 

                ついて 

  日程第１６ 議案第１０１号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第１７ 議案第１０２号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第１８ 議案第１０３号 阿波市道路線の変更について 

  日程第１９ 報告第  ５号 令和２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率に 

                ついて 

○議長（松村幸治君） 日程第４、議案第８９号令和２年度阿波市一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程第１９、報告第５号令和２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足

比率についてまでの計１６件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日提案させていただいております令和３年第３回阿波市議会定

例会への提出議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 今定例会におきましては、決算認定８件、予算案件４件、条例案件２件、その他案件１

件、報告案件１件の計１６件について審議をお願いするものでございます。 

 最初に、議案第８９号令和２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第

９５号令和２年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの７件につき

ましては、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付しま

したので、同条第３項の規定により、議会の認定をお願いするものでございます。 

 次に、議案第９６号令和２年度阿波市水道事業会計決算認定につきましては、地方公営

企業法第３０条第２項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付しましたので、同条第

４項の規定によりまして、議会の認定をお願いするものでございます。 

 次に、議案第９７号令和３年度阿波市一般会計補正予算（第４号）につきましては、追

加補正予算額２億２，６３０万円でございます。 

 主な事業といたしましては、子育て支援センターや放課後児童クラブなどの安全・安心

な環境を整備するため、必要な衛生用品等を購入する新型コロナウイルス感染症対策支援

事業や市道の舗装工事などを中心とした道路新設改良事業、オンラインの学習環境をさら

に充実させるための液晶プロジェクター型電子黒板などの周辺機器を整備するためのＩＣ

Ｔ機器整備事業などでございます。 
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 次に、議案第９８号令和３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、追加補正予算額２，９６３万４，０００円でございます。 

 次に、議案第９９号令和３年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、追加補正予算額５１０万円でございます。 

 次に、議案第１００号令和３年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）につきまして

は、収益的支出の予定額に２８９万３，０００円を、資本的支出の予定額に１，０１２万

円をそれぞれ追加するものでございます。 

 次に、議案第１０１号阿波市税条例の一部改正につきましては、地方税法等の一部を改

正する法律等の公布に伴いまして、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１０２号阿波市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、令和４年

度から納税者の負担感の軽減を図るため、普通徴収の納期を現行の５期から８期に変更す

ることから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１０３号阿波市道路線の変更につきましては、道路法第１０条第３項の規

定により、路線の変更をしたいので提案するものでございます。 

 次に、報告第５号令和２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づ

きまして、監査委員の審査に付しましたので、報告をさせていただくものでございます。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまし

ては、この後会計管理者並びに担当部長等々から説明をさせていただきますので、十分ご

審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていた

だきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（松村幸治君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 岩佐会計管理者。 

○会計管理者（岩佐賢二君） おはようございます。 

 ただいま市長からご提案申し上げました議案のうち、議案第８９号令和２年度阿波市一

般会計歳入歳出決算認定についてから議案第９５号令和２年度阿波市御所財産区特別会計

歳入歳出決算認定についてまでの７議案につきまして補足説明をいたします。 

 資料として、お手元に配付しておりますＡ３の用紙１枚物、表題に令和２年度阿波市一

般会計歳入歳出決算表と記載してあるものをご覧ください。表の上段の左から一般会計の
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歳入、右側に歳出及び実質収支額などを記載しております。これによりまして決算の概要

をご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、説明中、表の中の収入済額、支出済額をそれぞれ決算額と読み替えさせていただ

きます。 

 それでは初めに、上段の表の左側の歳入の決算額は総額で２６１億９，６３６万９，４

２７円であり、前年度と比較して、率にして８．５％、金額にして２０億４，８６１万

３，８５３円の増額となっております。 

 続いて、右側の歳出の決算額は総額で２５５億７０万４，８５６円であり、前年度と比

較して、率にして８．５％、金額にして２０億４５２万５，７４１円の増額となっており

ます。 

 これにより、歳入歳出差引き額は６億９，５６６万４，５７１円となっております。 

 また、令和３年度への繰越事業の主なものにつきましては、翌年度繰越額として、４款

衛生費の上水道出資事業や６款農林水産業費の強い農業担い手づくり総合支援交付金事

業、７款商工費の地方創生臨時交付金事業、１０款教育費の学校教育施設等整備事業など

２９事業で、総額が１２億１，２５６万６，０００円であり、このうち翌年度へ繰越しす

べき財源が１億８，０８７万円となっております。 

 したがいまして、実質収支額は、表の下に記載しておりますが、歳入歳出差引き額６億

９，５６６万４，５７１円から翌年度へ繰越しすべき財源１億８，０８７万円を差し引い

た金額５億１，４７９万４，５７１円の黒字となっております。 

 続きまして、左側の歳入の主なものについて説明いたしますと、自主財源の根幹をなす

１款市税につきましては、固定資産税、軽自動車税などの増収により、前年度と比較し

て、率で１．５％、金額にして５，３３１万２，２７３円の増収の３６億６，０６４万

６，８７６円となっております。 

 次に、１２款地方交付税につきましては、普通交付税の減少により、前年度に比較し

て、率でマイナス４．８％、金額で３億７，９８７万４，０００円減収の７５億９，１６

７万６，０００円となっております。 

 次に、１６款国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症に関する交付金の

増加などにより、前年度と比較して、率で１５４．７％、金額で４２億６，７８２万５５

円増収の７０億２，５９８万３，５１６円となっております。 

 次に、１７款県支出金につきましては、強い農業担い手づくり総合支援交付金などの増
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加により、前年度と比較して、率で１２．３％、金額で２億１，６０２万２，１５６円増

収の１９億７，３６９万７，９０７円となっております。 

 次に、２３款市債につきましては、公共施設等整備事業債、社会教育施設整備事業債な

どの減少により、前年度と比較して、率にしてマイナス３２．３％、金額で１０億１，７

９４万１，０００円減収の２１億３，６３５万９，０００円となっております。 

 続きまして、右側の歳出の主なものについて説明いたしますと、２款総務費につきまし

ては、特別定額給付金給付事業費などの増加により、前年度と比較して、率にして１０

７．２％、金額で３１億１，６２３万２，０３１円増額の６０億２，４１６万１，１８２

円となっております。 

 次に、３款民生費につきましては、認定こども園施設整備事業が終了したことにより、

前年度と比較して、率にしてマイナス２．２％、金額で１億８，１２９万２，６１４円減

額の７９億８，９８１万２８１円となっております。 

 次に、７款商工費につきましては、がんばる事業者応援する券事業費などの増加によ

り、前年度と比較して、率にして９４．４％、金額で３億４，５２５万６，２０２円増額

の７億１，０８０万９，１６８円となっております。 

 次に、１０款教育費につきましては、土成図書館・公民館改築事業、市場・阿波テニス

コート整備改修事業が終了したことにより、前年度と比較して、率にしてマイナス７．

３％、金額で１億７，８１８万６５６円減額の２２億４，８６３万９，４８６円となって

おります。 

 また、一般会計における令和２年度末の基金残高は、表の中には記載がありませんが、

前年度と比較して７７６万１，３２６円増加し、１３６億２，４５６万５，０１７円とな

っておりますので、後ほど決算書にてご確認ください。 

 続きまして、下の表の令和２年度阿波市特別会計歳入歳出決算表についてご説明いたし

ます。 

 この表には、国民健康保険特別会計をはじめ６つの特別会計の決算状況を記載しており

ます。その総額は、歳入決算額９８億１，７７８万９，６６３円、歳出決算額９５億５，

０９１万５，３０２円、歳入歳出差引き額２億６，６８７万４，３６１円となっておりま

す。 

 また、翌年度繰越額は、農業集落排水事業特別会計の４２５万円となっております。 

 実質収支額は、翌年度に繰越しすべき財源が０円でありますので、歳入歳出差引き額と
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同額の２億６，６８７万４，３６１円の黒字となっております。 

 特別会計のうち、決算額の多いものにつきましては、一番上の国民健康保険特別会計の

歳入決算額４６億２，１５５万３，５４８円、歳出決算額４４億４，９８５万２２８円、

歳入歳出差引き額１億７，１７０万３，３２０円となっております。 

 なお、公有財産や基金を保有している特別会計につきましては、一般会計と同様に決算

書に記載しております。 

 以上、議案第８９号から議案第９５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 藤野水道部長。 

○水道部長（藤野芳大君） 議案第９６号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第９６号令和２年度阿波市水道事業会計決算認定について。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度阿波市水道事業会計決算を別

冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 決算書の２ページ、３ページをお願いいたします。 

 １、収益的収入及び支出の決算概要でございますが、収入の第１款水道事業収益が決算

額６億９，０３５万７５６円、支出の第１款水道事業費用が決算額５億５，９７０万７，

８７２円で、差引き１億３，０６４万２，８８４円となっております。 

 次に、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 ２、資本的収入及び支出の決算概要でございますが、収入の第１款資本的収入が決算額

２億８，１５６万５，７９６円、支出の第１款資本的支出が決算額４億６，５７８万３，

６９１円で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億８，４２１万７，８９５円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，９２８万９，７１６円及び過年

度分損益勘定留保資金１億５，４９２万８，１７９円で補填をしております。 

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 坂東企画総務部長。 

○企画総務部長（坂東孝一君） それでは、今議会に提出をさせていただいております議

案第９７号令和３年度阿波市一般会計補正予算（第４号）について補足説明をさせていた

だきます。 
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 令和３年度阿波市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２，６３０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９８億６，４６０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正による。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 この補正予算（第４号）につきましては、６月補正予算後の状況変化等を踏まえ、早急

に取り組むべき事業、人事異動に伴う人件費、新型コロナウイルス感染症対策に要する経

費などについて計上しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正についてでございます。 

 追加につきましては、農林水産業債１，４４０万円を限度額としてお願いするもので、

変更につきましては、総務債、土木債の限度額の変更でございます。補正後の限度額総額

は１６億２，０９０万円としております。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入予算といたしまして、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １５款２項国庫補助金３，８８４万１，０００円につきましては、主なものといたしま

して、学習指導用のパソコンや液晶プロジェクター型電子黒板の整備をはじめとした６事

業に充当する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３，１９２万７，０００

円でございます。 

 次に、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 １９款１項基金繰入金１，５３６万５，０００円の減額につきましては、当初予算にお

いて農業振興基金を取り崩し、林道整備に充当する予定でございましたが、市債が充当で

きることになったことから減額をするものでございます。 

 次に、２０款１項繰越金につきましては、額が確定いたしましたので２億４，７４５万

７，０００円を見込むものでございます。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ２２款１項市債５，６５０万円の減額につきましては、主なものといたしまして、林道

整備による緊急自然災害防止対策事業債１，４４０万円や臨時財政対策債の借入額確定に
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よる８，５７０万円の減額でございます。 

 次に、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費１，７３０万７，０００円につきましては、主なものといたしまし

て、新型コロナウイルス感染症対策のための飛沫感染防止用パーティションの設置４９７

万２，０００円や人事異動に伴う人件費８３３万８，０００円でございます。 

 次に、３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 ８款２項道路橋りょう費１億１，１２４万１，０００円につきましては、主なものとい

たしまして、修繕や原材料費などの道路維持費３，４９０万円、市道の舗装や改良のため

の道路新設改良費７，０６９万円でございます。 

 次に、３４ページ、３５ページをお願いいたします。 

 ９款１項消防費１，８９０万１，０００円につきましては、ヘリポートを整備する防災

拠点施設整備１，５００万円などでございます。 

 次に、１０款１項教育総務費４，９８９万６，０００円につきましては、主なものとい

たしまして、学習指導用のパソコンや液晶プロジェクター型電子黒板を小学校、中学校に

整備する４，５８３万円でございます。 

 最後に、４１ページをお願いいたします。 

 この調書は、５ページの地方債補正追加及び変更に基づき調製をしたもので、表の右

下、当該年度末現在高見込額の合計額は２０２億７，３８５万６，０００円でございま

す。 

 以上、議案第９７号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 寺井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（寺井加代子さん） それでは、続きまして議案第９８号について補足説

明させていただきます。 

 議案第９８号令和３年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，９６３万４，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億１，５３３万５，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
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歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 このたびの補正予算の主な理由といたしましては、今年度の保険給付費等の事業が増加

したものや前年度の介護給付交付金の実績額の確定に伴う償還金の追加補正、また職員の

定期異動に伴う人件費の調整等によるものでございます。 

 詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書で説明させていただきます。 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

 まず、歳入につきましては、一番上段の３款国庫支出金の補正額が１，７７９万１，０

００円の追加で計１１億１，０２９万５，０００円となり、地域支援事業費等に係るもの

でございます。 

 次に、その下、４款支払基金交付金の補正額が３０２万４，０００円の追加で計１１億

５，１９５万２，０００円となり、保険給付費等の追加補正に係るものでございます。 

 次に、その下、５款県支出金の補正額が１８３万２，０００円の追加で、計６億２，０

７７万２，０００円となっております。 

 次に、その下、８款繰入金の補正額が６２８万８，０００円の追加で計７億８，３７３

万円となり、一般会計からの法定内繰入れでございます。 

 次に、その下、９款繰越金の補正額が６９万９，０００円の追加で、計７０万円となっ

ております。 

 以上、歳入においての補正額の合計は２，９６３万４，０００円の追加で、歳入後の歳

入合計額は４５億１，５３３万５，０００円となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開きください。 

 歳出につきましては、１款総務費の補正額が１０９万８，０００円の追加で、計１億

５，３２５万円に。 

 次に、その下、２款保険給付費の補正額が１，１２０万円の追加で計４１億８，８１０

万円となり、介護サービスや介護予防サービス等の給付費に係るものでございます。 

 次に、その下、５款地域支援事業費の補正額が２４２万７，０００円の追加で、計１億

４，７７４万円となっております。 

 次に、その下、７款諸支出金の補正額が１，４９０万９，０００円の追加で計１，６２

１万３，０００円となり、こちらにつきましては令和２年度の介護保険給付費等の実績額

の確定に伴う国及び県への負担金の返還金でございます。 
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 以上、歳出においての補正額の合計は２，９６３万４，０００円の増額で、補正後の歳

出合計額は４５億１，５３３万５，０００円としております。 

 以上、議案第９８号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 藤野水道部長。 

○水道部長（藤野芳大君） 議案第９９号及び議案第１００号について、順次補足説明を

させていただきます。 

 議案第９９号をお開きください。 

 議案第９９号令和３年度阿波市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５，６０５万７，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算の主な概要は、加入者宅を農業集落排水施設に接続するための工事請負

費が不足する見込みなどによる歳入歳出予算の補正でございます。 

 ６ページ、７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をお願いいたします。 

 歳入につきましては、５款繰入金が５１０万円の追加で計１億１，３５０万円となり、

補正後の歳入合計は１億５，６０５万７，０００円となっております。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、２款事業費が５１０万円の追加で計６，２３１万円となり、補正

額の歳出合計は歳入合計と同額の１億５，６０５万７，０００円となっております。 

 次に、議案第１００号令和３年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）について補足

説明をさせていただきます。 

 議案第１００号をお開きください。 

 議案第１００号令和３年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）。 

 第１条、令和３年度阿波市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 第２条、令和３年度阿波市水道事業会計予算（以下予算という）第３条に定めた収益的



- 20 - 

支出の予定額を次のとおり補正する。 

 支出第１款水道事業費用、既決予定額６億５，８８９万３，０００円、補正予定額２８

９万３，０００円、計６億６，１７８万６，０００円。 

 第１項営業費用、既決予定額６億２，０６０万８，０００円、補正予定額２８９万３，

０００円、計６億２，３５０万１，０００円。 

 第３条、予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１

億８，６３１万７，０００円は当年度分損益勘定留保資金１億５，４４３万３，０００

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３，１８８万４，０００円で補填す

るものとするを、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億９，６４３万７，０

００円は当年度分損益勘定留保資金１億６，３９０万８，０００円、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額３，２５２万９，０００円で補填するものとするに改め、資

本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 支出第１款資本的支出、既決予定額６億１，７９１万９，０００円、補正予定額１，０

１２万円、計６億２，８０３万９，０００円。 

 第１項建設改良費、既決予定額５億３，０９１万３，０００円、補正予定額１，０１２

万円、計５億４，１０３万３，０００円。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 今回の補正の主な概要について、１０ページの令和３年度阿波市水道事業会計補正予算

（第１号）説明書にて説明をさせていただきます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の支出の第１款水道事業費用、第１項営業費用の第２目配水及び給

水費に２００万円を補正計上させていただいております。これは、修繕費の総額補正と材

料費の減額補正で、今後の支出見込みによる補正でございます。 

 第６目資産減耗費につきましては、固定資産除却費８９万３，０００円を補正計上させ

ていただいております。 

 資本的収入及び支出の支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費の第２目配水設備費

につきましては１，０１２万円を補正計上させていただいております。これは、機械設備

費の増額補正で、既設ポンプ設備等が故障した場合などに更新等の対応をするためのもの

でございます。 

 以上、議案第９９号及び議案第１００号の補足説明とさせていただきます。ご審議の
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上、ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） それでは、議案第１０１号並びに議案第１０２号についての

補足説明をいたします。 

 議案第１０１号をお願いいたします。 

 議案第１０１号阿波市税条例の一部改正について。 

 阿波市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が公布をされたこ

とを受け、条例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容は、新型コロナウイルス感染症の影響からの地域経済の回復を図るため、

認定先端設備等導入計画に基づき、中小企業が実施する設備投資に対して固定資産税を３

年間全額免除とし、令和３年３月末までとなっている適用期限を２年間延長するもので

す。今回の拡充、延長による減収額については、全額国費にて補填をされます。適用日に

つきましては、令和３年６月１６日となります。 

 また、流域内の浸水被害防止軽減のため、特定都市河川浸水被害対策法及び下水道法に

基づき、県知事等の認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設につきましては、固定資産

税の課税標準額を３分の１とします。こちらの適用日につきましては、令和３年７月１５

日となります。 

 次に、議案第１０２号をお願いいたします。 

 議案第１０２号阿波市国民健康保険税条例の一部改正について。 

 阿波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正は、国民健康保険税の普通徴収に係る納期について、これまで本市では

年間５回の納期としていますが、１回当たりの納付額について納税者の負担感が大きいこ

とから、この軽減を図るため、条例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容は、普通徴収によって徴収する国民健康保険の保険税の納期を令和４年度

分より現行の５期から、７月を第１期として翌年２月までの毎月納付とする８期に変更い

たします。 

 施行日については令和４年４月１日といたします。 



- 22 - 

 以上、議案第１０１号並びに議案第１０２号についての説明といたします。ご審議の

上、ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 議案第１０３号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第１０３号阿波市道路線の変更について。 

 道路法第１０条第３項の規定により、次のとおり阿波市道路線の変更について議決を求

める。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 今回の路線の変更につきましては、新たな市道整備を実施することに伴いまして、路線

の終点変更を行うものです。 

 変更する路線は、土成町吉田国道３１８号に接続する原田市６号線でございます。 

 以上、議案第１０３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同ください

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 坂東企画総務部長。 

○企画総務部長（坂東孝一君） それでは、報告第５号令和２年度阿波市健全化判断比率

及び資金不足比率について補足説明をさせていただきます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、令和２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について監査委員の意見をつけて

報告する。 

 令和３年８月３０日提出、阿波市長。 

 初めに、一般会計等に係る健全化判断比率についてでございますが、実質赤字比率及び

連結実質赤字比率につきましては、全ての会計が黒字決算であることから、赤字の比率は

ございません。 

 次に、実質公債費比率につきましては、８．０％で早期健全化基準の２５％の範囲内に

なっており、対前年比０．３ポイントの減となっております。 

 また、将来負担比率につきましては、負債より資産が多いことから、数値はございませ

ん。 

 続いて、公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、全ての公営企業で資金不足

額が生じていないことから、数値はございません。 

 以上、報告第５号の補足説明とさせていただきます。 
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○議長（松村幸治君） 以上で補足説明が終わりました。 

 ここで、議案第８９号令和２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第

９６号令和２年度阿波市水道事業会計決算認定についてまでの決算認定８件と報告第５号

令和２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の報告を求めま

す。 

 近藤監査委員。 

○監査委員（近藤 理君） 監査委員の近藤でございます。 

 決算審査報告を行います。 

 令和２年度の一般会計、特別会計、水道事業会計及び財政健全化法に関わります各比率

につきまして審査を行いました結果、会計及び決算処理は正確に実施されておりました。

また、諸帳簿、証憑書類等につきましても、適正かつ正確に整理されておりました。 

 財政健全化法に係ります各比率につきましては、各比率とも健全化基準の範囲内でござ

いまして、財政が健全であることを示唆しております。結果といたしまして、現在のとこ

ろ阿波市の財政運営は、市民の期待に沿うよう健全に推移しておりますということをご報

告申し上げます。 

 内容につきましては、お手元の議案書の中に、我々委員から意見提示をしてございます

ので、ご覧いただけましたらと思います。 

 以上でございます。 

○議長（松村幸治君） 以上で報告が終わりました。 

 ただいま議題となっております議案中、議案第８９号令和２年度阿波市一般会計歳入歳

出決算認定については、８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８９号は、８人の委員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査をすることに決定し

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条の規定により、議長により指名をいたします。 

 委員に、出口治男君、吉田稔君、樫原伸君、中野厚志君、藤本功男君、後藤修君、武澤
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豪君、原田健資君、以上８名を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました８人

の諸君を決算審査特別委員に選任することに決定しました。 

 選任された委員におかれましては、本日委員会を開催の上、正副委員長を決定していた

だきますようお願いをいたします。委員の皆様は議長室へお集まりください。 

 暫時休憩をいたします。 

            午前１１時０８分 休憩 

            午前１１時１５分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長に樫原伸君、副委員長に中野厚志君

が選任されましたので、ご報告をいたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、９月８日午前１０時から代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午前１１時１６分 散会 

 

 


